
●学生納付特例制度を利用するには…
認め印、年金手帳、学生証の写しまたは在学証明書を持って、国民年金課
窓口で申請してください。

●学生納付特例の承認期間
申請した月の前月から次の 3 月まで。

●平成14年度学生納付特例制度を受けている人
納付特例は、平成15年3月で承認期間が終了します。4月以降も納付特例
を受けたい場合は、改めて申請が必要です。申請のあった月の前月からの承

認となりますので、4月から納付特例を希望するときは、

お知らせ

●申請免除手続をするには…
認め印、年金手帳を持って、国民年金課窓口で申請してください。
失業した人は失業を証明する書類、転入した人は所得額と控除額を証明で
きる書類の提出が必要となることがありますので、事前に国民年金課へお問
い合わせください。

●免除の承認期間
申請した月の前月から次の 6 月まで。

●平成14年度免除を受けている人
免除は平成15年6月で承認期間終了します。7月以降も免除を受けたい場
合は、改めて申請が必要です。申請のあった月の前月からの承認となります

ので、7月から免除を希望するときは、4月ではなく、

☆申請免除、学生納付特例を受けた期間の保険料を
後で納めないと、全額納めた人に比べて、将来受
け取る老齢年金の額が少なくなります。納められ
るようになったら、この期間の保険料を納めまし
ょう。（申請免除、学生納付特例を受けてから10
年以内であれば納められますが、3年目から加算
額がつきます）

問 い 合 わ せ
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